
平 成 ２ ７ 年 １ 月 診 療 分 か ら 、 高 額 療 養 費 制 度 の 変

更 に 伴 い 、 入 院 な ど 医 療 費 が 高 額 と な る 場 合 に は 、

重度心身障害者等医療費助成金支給申請書に『同意書』を

添付し、ご提出ください。
（市町村国民健康保険加入者及び県後期高齢者医療制度加入者を除く。）

重度心身障害者等医療費助成制度において、助成金額は保険診療による一部負担金から高額

療養費を差し引いた額となることから、被保険者の所得区分、高額療養費の自己負担限度額を

確認する必要があります。

被保険者の所得区分を確認するため、情報提供に関する「同意書」の提出をお願いします。

「同意書」は医療機関等の窓口、障害福祉課及び各支所福祉課で配布・受付を行います。

（市町村国民健康保険加入者及び県後期高齢者医療制度加入者は提出する必要はありません。）

なお、「同意書」を提出されないと、助成金の支給を受けられない場合がありますので、

ご注意ください。

★平成 2６年１２月診療分まで            ★平成 2７年１月診療分から

【問い合わせ先】鹿児島市障害福祉課障害福祉係  ０９９－２１６－１２７３

被保険者の所得区分

区分Ａ（標準報酬月額５３万円以上の方）

区分Ｂ（区分Ａ及び区分Ｃ以外の方）

区分Ｃ（被保険者が住民税非課税者等）

被保険者の所得区分

区分ア（標準報酬月額83 万円以上の方）

区分イ（標準報酬月額53～７９万円の方）

区分ウ（標準報酬月額28～50 万円の方）

区分エ（標準報酬月額26 万円以下の方）

区分オ（被保険者が住民税非課税者等）

保険診療による一部負担金の額が２１，０００円以上となる場合

入院等により、保険診療による

一部負担金の額が２１，０００円

以上となる可能性がある。

同意書
医療機関等窓口 障害福祉課

・各支所福祉課

保険者
（全国健康保険協

会・ 健保組合・

共 済 組 合な ど）

所得区分の

問い合わせ

所得区分の

情報提供
※同意書は医療機関等の窓口、障害福祉課及び各支所福

祉課で配布・受付しています。お問い合わせください。

鹿児島市

保険者の負担（療養の給付 総医療費の７割又は8 割）
保険者の負担

（高額療養費払い戻し）
自己負担限度額

重度心身障害者等医療費助成制度による助成金 被保険者の所得区分により、自己負担限度額が設定されていることから、鹿児島市

障害福祉課から支給される助成額が変わります。


